
 

 

第二條附表一 

復審人 

住居地

或服役

地 

 

在 途 

期 間 

 

權 保 

會（分

會）或

原處分

機 關 

臺

北

市 

新

北

市 

基

隆

市 

桃

園

市 

新

竹

縣 

新

竹

市 

苗

栗

縣 

臺 

中 

市 
(一) 

臺 

中 

市 
(二) 

彰

化

縣 

南 

投 

縣 

雲

林

縣 

嘉

義

縣 

嘉

義

市 

臺 

南 

市
(一) 

臺 

南 

市
(二) 

臺北市 ０

日 

二

日 

二

日 

三

日 

四

日 

四

日 

四

日 

四

日 

四

日 

五

日 

四

日 

五

日 

五

日 

五

日 

五

日 

五

日 

新北市 二

日 

０

日 

二

日 

三

日 

四

日 

四

日 

四

日 

五

日 

五

日 

四

日 

五

日 

四

日 

四

日 

四

日 

四

日 

四

日 

基隆市 二

日 

二

日 

０

日 

三

日 

四

日 

四

日 

四

日 

五

日 

五

日 

四

日 

五

日 

四

日 

四

日 

四

日 

四

日 

四

日 

桃園市 三

日 

三

日 

三

日 

０

日 

三

日 

三

日 

三

日 

四

日 

四

日 

三

日 

四

日 

三

日 

三

日 

三

日 

三

日 

三

日 

新竹縣 四

日 

四

日 

四

日 

三

日 

０

日 

二

日 

四

日 

五

日 

五

日 

四

日 

五

日 

四

日 

四

日 

四

日 

四

日 

四

日 

新竹市 四

日 

四

日 

四

日 

三

日 

二

日 

０

日 

二

日 

四

日 

五

日 

五

日 

四

日 

五

日 

四

日 

四

日 

四

日 

四

日 

苗栗縣 四

日 

四

日 

四

日 

三

日 

四

日 

四

日 

０

日 

五

日 

五

日 

四

日 

五

日 

四

日 

四

日 

四

日 

四

日 

四

日 

臺中市 

( 一 ) 

四

日 

五

日 

五

日 

四

日 

五

日 

五

日 

五

日 

０

日 

三

日 

五

日 

六

日 

五

日 

五

日 

五

日 

五

日 

五

日 

臺中市 

( 二 ) 

四

日 

五

日 

五

日 

四

日 

五

日 

五

日 

五

日 

三

日 

０

日 

五

日 

六

日 

五

日 

五

日 

五

日 

五

日 

五

日 

彰化縣 五

日 

四

日 

四

日 

三

日 

四

日 

四

日 

四

日 

五

日 

五

日 

０

日 

五

日 

四

日 

四

日 

四

日 

四

日 

四

日 

南投縣 四

日 

五

日 

五

日 

四

日 

五

日 

五

日 

五

日 

六

日 

六

日 

五

日 

０

日 

五

日 

五

日 

五

日 

五

日 

五

日 

雲林縣 五

日 

四

日 

四

日 

三

日 

四

日 

四

日 

四

日 

五

日 

五

日 

四

日 

五

日 

０

日 

四

日 

四

日 

四

日 

四

日 

嘉義縣 五

日 

四

日 

四

日 

三

日 

四

日 

四

日 

四

日 

五

日 

五

日 

四

日 

五

日 

四

日 

０

日 

二

日 

四

日 

四

日 

嘉義市 五

日 

四

日 

四

日 

三

日 

四

日 

四

日 

四

日 

五

日 

五

日 

四

日 

五

日 

四

日 

二

日 

０

日 

四

日 

四

日 
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臺南市 

（一） 

五

日 

四

日 

四

日 

三

日 

四

日 

四

日 

四

日 

五

日 

五

日 

四

日 

五

日 

四

日 

四

日 

四

日 

０

日 

二

日 

臺南市

（二） 

五

日 

四

日 

四

日 

三

日 

四

日 

四

日 

四

日 

五

日 

五

日 

四

日 

五

日 

四

日 

四

日 

四

日 

二

日 

０

日 

高雄市 

（一） 

五

日 

六

日 

六

日 

六

日 

五

日 

五

日 

五

日 

五

日 

四

日 

四

日 

四

日 

四

日 

四

日 

四

日 

三

日 

二

日 

高雄市 

（二） 

六

日 

六

日 

六

日 

五

日 

六

日 

六

日 

六

日 

七

日 

七

日 

六

日 

七

日 

六

日 

六

日 

六

日 

六

日 

六

日 

屏東縣 六

日 

六

日 

六

日 

五

日 

六

日 

六

日 

六

日 

七

日 

七

日 

六

日 

七

日 

六

日 

六

日 

六

日 

六

日 

六

日 

宜蘭縣 四

日 

四

日 

四

日 

四

日 

三

日 

四

日 

四

日 

四

日 

五

日 

五

日 

四

日 

五

日 

四

日 

四

日 

四

日 

四

日 

花蓮縣 六

日 

五

日 

五

日 

四

日 

五

日 

五

日 

五

日 

六

日 

六

日 

五

日 

六

日 

五

日 

五

日 

五

日 

五

日 

五

日 

臺東縣 七

日 

六

日 

六

日 

五

日 

六

日 

六

日 

六

日 

七

日 

七

日 

六

日 

七

日 

六

日 

六

日 

六

日 

六

日 

六

日 

澎湖縣 二

十

日 

二

十

日 

二

十

日 

二

十

日 

二

十

日 

二

十

日 

二

十

日 

二

十

日 

二

十

日 

二

十

日 

二

十

日 

二

十

日 

二

十

日 

二

十

日 

二

十

日 

二

十

日 

金門縣 三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

連江縣 三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

東沙島 

、 

太平島 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

烏坵鄉 三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

復審人 

住居地

或服役

地 

 

在 途 

期 間 

 

權 保 

會（分

會）或

原處分

機 關 

高 

雄 

市 
(一 ) 

高 

雄 

市 
( 二 ) 

屏 

東 

縣 

宜 

蘭 

縣 

花 

蓮 

縣 

臺 

東 

縣 

澎 

湖 

縣 

金 

門 

縣 

連 

江 

縣 

東 

沙 

島 

、 

太 

平

島 

烏 

坵 

鄉 

臺北市 五

日 

六

日 

六

日 

四

日 

六

日 

七

日 

二

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

新北市 六

日 

六

日 

六

日 

四

日 

五

日 

六

日 

二

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

基隆市 六

日 

六

日 

六

日 

四

日 

五

日 

六

日 

二

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

桃園市 

 

六

日 

五

日 

五

日 

三

日 

四

日 

五

日 

二

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

新竹縣 五

日 

六

日 

六

日 

四

日 

五

日 

六

日 

二

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

新竹市 五

日 

六

日 

六

日 

四

日 

五

日 

六

日 

二

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

苗栗縣 五

日 

六

日 

六

日 

四

日 

五

日 

六

日 

二

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

臺中市 

( 一 ) 

五

日 

七

日 

七

日 

五

日 

六

日 

七

日 

二

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

臺中市 

( 二 ) 

四

日 

七

日 

七

日 

五

日 

六

日 

七

日 

二

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

彰化縣 四

日 

六

日 

六

日 

四

日 

五

日 

六

日 

二

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 



 

 

南投縣 四

日 

七

日 

七

日 

五

日 

六

日 

七

日 

二

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

雲林縣 四

日 

六

日 

六

日 

四

日 

五

日 

六

日 

二

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

嘉義縣 四

日 

六

日 

六

日 

四

日 

五

日 

六

日 

二

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

嘉義市 四

日 

六

日 

六

日 

四

日 

五

日 

六

日 

二

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

臺南市 

（一） 

三

日 

六

日 

六

日 

四

日 

五

日 

六

日 

二

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

臺南市

（二） 

二

日 

六

日 

六

日 

四

日 

五

日 

六

日 

二

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

高雄市 

( 一 ) 

 

０

日 

二

日 

三

日 

七

日 

六

日 

五

日 

二

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

高雄市 

( 二 ) 

二

日 

０

日 

四

日 

七

日 

六

日 

五

日 

二

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

屏東縣 三

日 

四

日 

０

日 

七

日 

六

日 

五

日 

二

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

宜蘭縣 七

日 

七

日 

七

日 

０

日 

五

日 

六

日 

二

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

花蓮縣 六

日 

六

日 

六

日 

五

日 

０

日 

五

日 

二

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

臺東縣 五

日 

五

日 

五

日 

六

日 

五

日 

０

日 

二

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

澎湖縣 二

十

日 

二

十

日 

二

十

日 

二

十

日 

二

十

日 

二

十

日 

０

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

金門縣 三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

０

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 



 

 

連江縣 三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

０

日 

三

十

日 

三

十

日 

東沙島 

、 

太平島 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

０

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

烏坵鄉 三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

三

十

日 

０

日 

三

十

日 

三

十

日 

 

 

備

註 

1.臺中市（一）指行政區域：豐原區、大里區、太平區、東勢區、大甲

區、清水區、沙鹿區、梧棲區、后里區、神岡區、潭子區、大雅區、

新社區、石岡區、外埔區、大安區、烏日區、大肚區、龍井區、霧峰

區、和平區。                         

2.臺中市（二）指行政區域：中區、東區、西區、南區、北區、西屯

區、南屯區，北屯區。 

3.臺南市（一）指行政區域：新營區、永康區、鹽水區、白河區、麻豆

區、佳里區、新化區、善化區、學甲區、柳營區、後壁區、東山區、

下營區、六甲區、官田區、大內區、西港區、七股區、將軍區、北門

區、新市區、安定區、山上區、玉井區、楠西區、南化區、左鎮區、

仁德區、歸仁區、關廟區、龍崎區。 

4.臺南市（二）指行政區域：東區、南區、北區、中西區、安南區、安

平區。 

5.高雄市（一）指行政區域：鹽埕區、鼓山區、左營區、楠梓區、三民

區、新興區、前金區、苓雅區、前鎮區、旗津區、小港區。                                                   

6.高雄市（二）指行政區域：鳳山區、林園區、大寮區、大樹區、仁武

區、大社區、鳥松區、岡山區、橋頭區、燕巢區、田寮區、阿蓮區、

路竹區、湖內區、茄萣區、彌陀區、永安區、梓官區、旗山區、美濃

區、六龜區、甲仙區、杉林區、內門區、茂林區、桃源區、那瑪夏

區。 

7.地方軍事法院官兵權益保障會所在地設於桃園市、高雄市。 

                    

 

  


